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指定障害福祉サービス事業者等の事業廃止（休止）等に係る留意事項等について 

 

日ごろより障害保健福祉施策の推進に御理解・御協力をいただき厚くお礼申し上げま

す。 

さて、この度、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室及び同障害

福祉課から、指定障害福祉サービス事業者が事業廃止を行う際の留意事項等について事

務連絡がありました。 

つきましては、事業廃止（休止）等を行う場合には、事務連絡の趣旨に沿って御対応

くださいますようお願いいたします。 

なお、児童福祉法においても同様の規定がありますので（第 21 条の５の 18 第４項

等）、指定障害児通所支援事業者等におかれましても同じ取扱いとなることを御留意く

ださい。 

今後、廃止等を行う場合には、廃止届等に併せ、指定障害福祉サービス事業者等とし

て障害者等に対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料の提出をお願いするこ

ととしますので、申し添えます。 

 

問合せ先 

障害福祉課 

事業支援グループ  

岡崎・浅田・小川・栗田・中島・竹中 

電話 045-210-4717・4732 

施設指導グループ 

佐藤・中村 

電話 045-210-4724 

 



事 務 連 絡 
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指定障害福祉サービス事業者の事業廃止（休止）に係る留意事項等について 

 

 

 指定障害福祉サービス事業者については、事業廃止（休止も含む。以下同じ。）の際、事

業の廃止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提

供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害

福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならな

いことが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号。以下「法」という。）第４３条第４項に事業者の責務として規定されています。 

 今般、改めて指定障害福祉サービス事業者が事業廃止を行う際の留意事項等を下記のとお

りお示ししますので、貴管内市町村、指定障害福祉サービス事業者、関係団体、関係機関等

に周知徹底を図っていただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 法第４３条第４項の事業者責務の徹底について 

  法第４２条第３項には、「指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この

法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなけれ

ばならない。」ことが規定されている。また、法第４３条第４項には、「指定障害福祉サー

ビス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、

当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業

の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサー

ビスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他

の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わな

ければならない。」ことが規定されている。 



  各都道府県、指定都市及び中核市におかれては、改めて指定障害福祉サービス事業者に

対し、法令遵守の周知・徹底をお願いする。 

 

２ 廃止届を受理する際の留意点について 

  指定障害福祉サービス事業者は、事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前ま

でに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８

年厚生労働省令第１９号）第３４条の２３第４項に規定する現に指定障害福祉サービスを

受けている者に対する措置等を事業所の所在地を管轄する都道府県、指定都市又は中核市

に届け出なければならないこととなっているが、その際、現に指定障害福祉サービスを受

けている者の氏名、希望サービス、異動先サービス等を記載したリスト及び、当該リスト

の作成に当たり、現に指定障害福祉サービスを受けている者に対してその希望や意向等を

聴取するために実施した個々の面談記録等、指定障害福祉サービス事業者として障害者に

対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料も併せて提出させるようにすること。 

  この際、利用者の利用調整が未整備な場合には、法第４３条第４項の規定に基づく事業

者責務を果たしていないこととなるので、法第４９条第１項又は第２項の規定に基づく勧

告を行うこと。勧告を行うことで、事業所が廃止になった後も法人が残る場合であって、

勧告内容に正当な理由がなく従わない場合には、法第４９条第４項の規定に基づく命令を

行うことも可能であり、命令を行った場合は、法第４９条第５項の規定に基づき公示を行

うこと。  

また、命令を経ても当該勧告に係る措置をとらない場合には、法第４２条第３項に違反

するものとして、法第５０条第１項第２号の規定に基づく指定の取消しを行うこと。 

  また、あわせて法第５１条の３第１項に基づく法人への立入検査を行うことも検討する

とともに、業務管理体制の整備に係る届出先が厚生労働省の場合は、必要に応じて厚生労

働省に業務管理体制の検査を要請すること。 

 

３ 廃止日以後も引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望す

る利用者の取扱い 

仮に指定障害福祉サービス事業者が法４３条第４項の便宜の提供を図る義務を怠る場

合であって、現に指定障害福祉サービスを受けている者の受入先が事業廃止まで決まらな

い場合には、都道府県、指定都市又は中核市は、勧告や命令といった措置を講じつつ、併

せて、関係機関や関係団体と協力して利用者の受入先の調整に努めること。都道府県、指

定都市、中核市、関係機関や関係団体が協力してもなお、受入先の調整が整わない場合に

は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１

号）等により「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合」として扱い、指定障害

福祉サービス事業者に、定員を超過しての受入れも要請し、定員を超えての受入れを行う

場合、その際の介護給付費等については、特例的に所定単位数の減算は行わない取扱いと

して差し支えない。 



（参考） 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二

十三号）（抄） 

 

（指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務） 

第四十二条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者（以下「指定

事業者等」という。）は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の

職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連

携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情

に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。 

２ 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を

講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。 

３ 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく

命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

 

（指定障害福祉サービスの事業の基準） 

第四十三条  

４ 指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の

届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者

であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービ

スに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提

供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜

の提供を行わなければならない。 

 

（変更の届出等） 

第四十六条 

２ 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月

前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

（勧告、命令等） 

第四十九条 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該

当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各

号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 

一 当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第四

十三条第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守

すること。 

二 第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及



び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていない

場合 当該基準を遵守すること。 

三 第四十三条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提

供を適正に行うこと。 

２ 都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、次の各号（のぞみの園の設置者に

あっては、第三号を除く。以下この項において同じ。）に掲げる場合に該当すると認める

ときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措

置をとるべきことを勧告することができる。 

一 指定障害者支援施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第四十四条第

一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。 

二 第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営

に関する基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合 

当該基準を遵守すること。 

三 第四十四条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提

供を適正に行うこと。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定

事業者等が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができ

る。 

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な

理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限

を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならな

い。 

 

（指定の取消し等） 

第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害

福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指

定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 

二 指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められると

き。 

 

（業務管理体制の整備等） 

第五十一条の二 指定事業者等は、第四十二条第三項に規定する義務の履行が確保されるよ

う、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 

２ 指定事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働

省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 

一 次号及び第三号に掲げる指定事業者等以外の指定事業者等 都道府県知事 

二 当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指



定都市（以下「指定都市」という。）の区域に所在する指定事業者等 指定都市の長 

三 当該指定に係る事業所若しくは施設が二以上の都道府県の区域に所在する指定事業

者等（のぞみの園の設置者を除く。第四項、次条第二項及び第三項並びに第五十一条の

四第五項において同じ。）又はのぞみの園の設置者 厚生労働大臣 

 

（報告等） 

第五十一条の三 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした

指定事業者等（同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の

規定による届出をした指定事業者等を除く。）における同条第一項の規定による業務管理

体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定事業者等に対し、報告若しくは

帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定事業者等若しくは当該指定事

業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当

該指定事業者等の当該指定に係る事業所若しくは施設、事務所その他の指定障害福祉サー

ビス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検

査させることができる。 

 

（勧告、命令等） 

第五十一条の四 第五十一条の二第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該

届出をした指定事業者等（同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあって

は、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。）が、同条第一項の厚生労働省令

で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定

事業者等に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理

体制を整備すべきことを勧告することができる。 

 

 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成十八年厚

生労働省令第十九号）（抄） 

 

（指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等） 

第三十四条の二十三  

４ 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止

しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次の各号に掲げる事項を当

該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なけ

ればならない。 

一 廃止し、又は休止しようとする年月日 

二 廃止し、又は休止しようとする理由 

三 現に指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置 

四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 

 



障害福祉サービス事業者の指定等手続の流れ

（障害福祉サービス事業を行う者）

都道府県への申請

指定
（第36条第1項）

指定の更新
（第41条第1項）

変更届・再開届
（第46第1項）

廃止届・休止届
（第46条第2項）

更新の申請
（第41条2項）

・指定の取消し
・指定の効力の停止

（第50条第1項）

指導・監査等
（第10条、第11条、第48条）

勧告
（第49第1項・2項）

命令
（第49条第4項）

指定の拒否
（第36条第3項）

・名称、所在地等に変更があった
とき
・休止した事業を再開したとき

事業を廃止又は休止するとき

勧告に従わないとき

・人員基準を満たさないとき
・設備、運営基準を満たさないとき
・取消しから５年を経過していないとき
・申請前５年以内に不正又は著しく不当な行為をしたとき 等

定期又は随時の検査、指導等

サービスの「種類」及び「事業
所」ごとに申請を行う

指定有効期間満了までに処分がされないときは、処分されるまでの間は効力を有する

６
年
間

基準に従った人員配置、適切な事
業運営を行っていないとき

・欠格条項に該当したとき
・基準に従った人員配置、適切な事業
運営ができなくなったとき
・不正な手段により指定を受けたとき

事業者の責務
（第42条）

・法令遵守
・適切なサービス提供 等

（参考）


